
○ 不法投棄は、依然として多数発覚。特に建設廃棄物の不法投棄が多い。不適正処理も含めた根絶に向け、産業廃棄物を排出した
事業者（排出事業者）の処理責任の徹底が必要。
○ 安定型最終処分場をはじめとする廃棄物処理施設による環境汚染への住民不安に配慮し、より手厚い管理体制の強化等が必要。
○ 健全な廃棄物処理業者の育成により適正な処理体制の構築が必要。

44.4万ｔ

21.9万ｔ

40.8万ｔ 42.4万ｔ 43.3万ｔ40.3万ｔ

24.2万ｔ
31.8万ｔ

17.8万ｔ
20.7万ｔ

17.2万ｔ

12.0万ｔ
10.2万ｔ

679件 719件

855件

1,197件

1,049件

1,027件

1,150件

934件 894件

673件
558件 554件

382件

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 

120.0 

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 投

棄

量

(万ｔ)投

棄

件

数

(件)

投棄量（万トン）（大規模事案） 投棄量（万トン）

74.5万ｔ

排出

事業

者

193件
50.5%無許可

業者

57件
14.9%

許可業

者

21件
5.5%

複 数

11件
2.9%

不 明

100件
26.2%

投棄件数
382件

排出事

業者

24,113ｔ
23.7%

無許可

業者

22,804ｔ
22.4%

許可業

者

31,114ｔ
30.6%

複 数

3,502ｔ
3.4%

不 明

20,186ｔ
19.8%

投棄量
101,718t

１．現 状
■不法投棄件数・不法投棄量の推移（新規発覚事案）

■不法投棄の実行者（平成19年度新規発覚事案）

■不法投棄された廃棄物（平成19年度新規発覚事案）

建設以外廃棄物計
92件 24.1%
21,375ｔ 21.0%

建設廃棄物計
290件 75.9%
80,343t 79.0%

●産業廃棄物最終処分場

●一般廃棄物最終処分場

■最終処分場の残余容量・年数

→ 15．7年分（首都圏は18．3年分）

→ 7.5年分（首都圏は4.4年分）

■産業廃棄物最終処分場
の新規設置許可件数

↓排出事業者による不法投棄

↓排出事業者による不適正保管

２．廃棄物の適正な処理を進める上での課題

(1)(1)不適正処理を未然に防ぐ対策の強化不適正処理を未然に防ぐ対策の強化

①排出事業者責任の強化・徹底
・産業廃棄物を自社で保管する際の保管の事前届出
・排出事業者が交付したマニフェストの保存の義務付け
・排出事業者等による処理の確認
・建設系廃棄物に係る排出事業者の明確化

②不法投棄等に対する行政処分・罰則の強化

(2)(2)廃棄物処理施設設置許可制度及び廃棄物処理施設設置許可制度及び
最終処分場対策の整備最終処分場対策の整備

①廃棄物処理施設の定期検査の実施及
び維持管理状況等の情報公開

②設置者が不在となった廃棄物最終処
分場対策

(3)(3)廃棄物処理業の許可制度の整備と廃棄物処理業の許可制度の整備と
優良化の推進優良化の推進

③産業廃棄物処理業者の優良化

①欠格要件の連鎖の見直し

＜

■産業廃棄物関係の
許可取消件数

３．課題に対応した廃棄物処理制度の主な見直しの方向性
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②産業廃棄物収集運搬業許可制度の
簡素化

廃棄物処理制度の見直しの方向性（中央環境審議会意見具申）の概要（１）－適正処理の確保－
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法第１５条の３による取消処分

（産廃処理施設許可の取消）

法第１４条の６による取消処分

（特管産廃処理業許可の取消）

法第１４条の３による取消処分

（産廃処理業許可の取消）

資料７



○ 再生利用（リサイクル）は順調に進んでいるが、産業廃棄物の排出抑制（リデュース）が進んでいない。

○ 不法輸出入を防止しつつ、国際的な資源の循環利用の確保が必要。

○ 温暖化対策と廃棄物の循環的利用の推進が必要だが、依然、廃棄物の単純な焼却が多く、焼却時の熱利用が進んでいない。

２．廃棄物の適正な循環的利用（再使用、再生利用、熱回収）を促進する上での課題

３．課題に対応した廃棄物処理制度の主な見直しの方向性

(1)(1)多量排出事業者処理計画制度の充実多量排出事業者処理計画制度の充実 (2)(2)廃棄物の輸入廃棄物の輸入

○途上国で処理困難だが我が国で処理
可能な自社等の国外廃棄物の輸入推
進

(3)(3)低炭素社会との統合低炭素社会との統合

■温室効果ガス排出量の推移

●２００８年度の廃棄物分野からの温室効果ガス排出量
は、３７６８万トン（ＣＯ２換算）であり、排出総量の３％を
占めている。
●１９９０年度（約３５４０万トン）と比べ６．３％増加してい
る。

一般廃棄物焼却施設（平成19年度）
（市町村、一部事務組合が設置
した1285の焼却施設）

298施設
(23%)

558施設
(43%)

429施設
(33%)

■熱回収の状況

産業廃棄物焼却炉（平成18年度）
（調査に対する回答のあった1489炉）

85炉
(6%)309炉

(21%)

1095炉
(73%)

余熱利用あり（発電あり）

余熱利用あり（発電なし）

余熱利用なし

●余熱利用の状況

■廃棄物の輸出入の実績
●輸出確認量の推移

●輸入許可及び
輸入報告量の推移
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■国外での不適正な
廃棄物処理事例
（ベトナム）

→被覆銅線の野焼き
（銅線回収）

■国外廃棄物を排出した事業者による輸入事例

●海外工場で廃棄され、途上国では適正処理が困難な廃蛍光管、
バックライト、廃乾電池を輸入し、国内において水銀等の資源を回収する。

●自社製品の解体部品のうち、途上国で適正処理が困難な使用済み
感光体ドラム等を輸入し、国内において資源回収する。

●廃棄物発電の実績、目標

■一般廃棄物の排出・処理量

１．現 状

■産業廃棄物の排出・処理量

○多量排出事業者処理計画制度の公表・
評価の徹底等

○廃棄物の焼却処分等における熱回収
の徹底

廃棄物処理制度の見直しの方向性（中央環境審議会意見具申）の概要（２）－排出抑制、循環的利用、国際資源循環－

※輸出入報告量については、平成18年以降について集計。


